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●復興本部とは

庁内における復興業務に関する意思決定機関。本県の目指す復興後の姿を明確に示した

復興方針や多岐にわたる各種復興業務を総合的かつ迅速に推進する。

高知県復興組織体制（草案）

１ 策定の趣旨

南海トラフ地震が発生した場合、本県では揺れや津波による甚大な被害が想定されており、震災からの

復興業務は多岐にわたり、部局横断的な対応が必須になるため、速やかに復興業務を開始するための組

織体制を事前に整備する必要がある。

２ 復興本部の体制

復興に向けた業務を全庁で一体的かつ迅速に推進するため、災害対策本部とは別組織となる、知事を本

部長とした、「復興本部」を設置する。

復興本部の設置にあわせ、危機管理部内に、復興本部の運営を担い、各部局の復興業務を統括する復興

担当理事を配置する。

３ 設置の基準

県内において大規模災害が発生し、国が災害対策基本法に規定する「非常災害対策本部」または「緊急

災害対策本部」を設置した場合を基準として、復興本部設置の検討を行う。

危機管理部長は災害対策本部を所管しており、復興業務の進捗管理を行うことが困難なた

め、理事所管とすることにより、議会対応等を含め、危機管理部長と役割を分担する。
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●復興部（仮称）とは

復興本部の運営を担い、各部局の復興業務を統括する専任組織。本県における復興業務

推進の司令塔として、各部局の統括、特に横断的又は新たな視点での対応が必要となる分

野については、専任で所管する。

４ 復興業務の推進体制

速やかに高知県部設置条例の改正を行い、「復興部（仮称）」を設置する。

地域産業におけ

る横断的な復興

施策の立案 等

被災者からの相

談対応、生活再

建に向けた支援

等

復興本部運営、

広報、渉外 等

復興計画策定、

復興委員会運営

等

新たなまちづく

りに関するプラ

ンニング 等

副部長副部長

各部局 （復興手順書に基づき、復興業務を実施）

復興業務と関連のある部局から人事異動を想定

被災状況や復興業務の進捗などに応じて必要な人員を配置

復興部（仮称）長

生活再建課
まちづくり

再生課
総務課 企画課 産業再生課

条例改正前は、担当理事が対応


